
令和７年度 第１回 熱中症対策推進会議 幹事会 議事録 

■開催日時：令和８年３月 19日（木）14:00～15:00 

■開催方法：オンライン（Microsoft Teams） 

■議事録 

開会 

14:00 

 

環境省   

（高山） 

14:00 

ただいまから、令和７年度第１回熱中症対策推進会議幹事会を開

会します。 

私は環境省環境保健部 熱中症対策室長の高山と申します。本日

の議事進行役を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願い

します。 

関係府省庁の皆様におかれては、お忙しい中、御出席いただき、

ありがとうございます。始めに、本幹事会についてお知らせいた

します。 

本幹事会は、会議自体は非公開ですが、配付資料および議事概要

につきましては、後日環境省のホームページに掲載する予定で

す。 また、会議におきまして、御発言をされる際は、マイクと

カメラをオンにしてお願いいたします。ご質問やご意見がある方

はリアクションボタンにてお知らせください。              

議事録作成のため、録画をさせていただきますのでご了承くださ

い。それでは議事に入りたいと思います。議事次第をご確認いた

だければと思いますが、本日議事が多くございますので、議題の

１から６までのご説明を連続して行った後に、まとめて、１から

６までの質疑応答の時間を設けたいと思います。その後の議題の

７については、各省庁からのご報告事項になりますので、質疑応

答の時間は特段設けない予定としています。それでは早速、議事

の１番目、令和７年度の熱中症対策に係る環境省の取り組み及び

熱中症対策実行計画の見直しについて、環境省よりご説明いたし

ます。 

環境省   

（小笠原） 

環境省熱中症対策室の総括補佐を務めております小笠原と申しま

す。よろしくお願いいたします。私から資料１を用いて、大きく

三つの項目について報告いたします。一点目は、熱中症特別警戒



14:01 アラートについてでございます。二点目は普及啓発について、三

点目は熱中症対策実行計画の改正の進め方ということで、順に説

明させていただきます。まず一点目、熱中症特別警戒アラートの

変更点について説明いたします。次のスライドをお願いします。 
はじめに、熱中症特別警戒情報、熱中症警戒情報の発表状況につ

いて簡単に説明いたします。資料の左上をご覧いただきますと、

熱中症特別警戒情報については、令和７年度の発表回数は０回と

いうことになってございます。視点を右に移していただき、紫色

の四角の中の熱中症警戒情報の発表実績をご覧ください。延べ

1749回、発表日数は 111日という形になりまして、過去最多とな

りました。発表地域は 54地域となりました。続いて資料の中ほ

どをご覧ください。警戒情報の月別の発表実績をグラフでお示し

しておりまして、令和７年度はオレンジ色の棒グラフでございま

すが、６月から既に暑くなり、６月から９月までの長い期間にお

いて、警戒情報の発表が続いていたということがわかるかと思い

ます。 
次のスライドをお願いします。 
続いて、熱中症警戒情報と特別警戒情報の仕組み等について、簡

単に説明をさせていただきます。左側をご覧ください。熱中症警

戒情報、一般名称は熱中症警戒アラートであり、気温が著しく高

くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそ

れがある場合に発表されるものでございます。先ほど申し上げた

通り、令和７年度は 1749回と多数発表されたものでございま

す。次に、熱中症特別警戒情報については、気温が特に著しく高

くなることにより人の健康に係る重大な被害が生ずる恐れがある

場合に発表するものであり、発表基準も通常の警戒情報とは異な

ります。熱中症特別警戒情報については、法改正から現時点に至

るまで、発表実績はありません。下の米印をご覧ください。この

熱中症特別警戒アラートにつきましては、運用の改善を行うとい

うことで、昨年の 11月から有識者による検討会を開催してきた

ところでございます。熱中症特別警戒アラート等の今後のあり方

について議論をいただいた結果、一部の情報提供地点について

は、令和８年度から熱中症特別警戒情報の発表の際に参照しない

ことといたしました。次のスライドでご説明いたします。 
スライドの１ポツ目にある通り、昨年 11月から会議を開催し、

各情報提供地点における暑さ指数の傾向を踏まえて、熱中症特別

警戒情報の発表の判断の際に参照しない地点を検討したというこ

とでございます。具体的には、例えば標高の高い情報提供地点に

おいては、都道府県内の他の情報提供地点と比べて、暑さ指数が



高くなりにくいといったような傾向があります。こうした傾向を

踏まえて、統計学的な手法を用いて専門家の先生方に分析してい

ただき、昨年 12月 17日に開催された第２回ワーキンググループ

において、スライドに記載されている地点を参照しない地点と

し、令和８年度から適用することを了承いただきました。現在、

省令改正等の手続を行っているところでございまして、４月１日

には改正省令が公布・施行される見込みでございます。 
 
続いて、普及啓発について簡単に報告いたします。次のスライド

をお願いします。 
熱中症予防強化キャンペーンの一環として、環境省としても様々

な施策に取り組んでいるところでございまして、左上から順に、

環境省公式 SNS、X、Facebook、LINE等を通じた情報発信、そし

て、原宿、表参道等の大型ビジョンにおける暑さ指数の情報発

信、また動画の作成・活用等を行っているところでございます。 

次のスライドをお願いします。 
先ほどのスライドに続き、様々な関係者にご協力いただき普及啓

発を進めております。左上から順に鉄道事業者によるポスターの

掲示、熱中症予防イベントへの出席・講演会等の実施、日本サッ

カー協会と連携した動画作成・活用に取り組んでおります。ま

た、郵便局での普及啓発、ラジオを通じた普及啓発、熱中症予防

広報大使の任命等も行わせていただき、様々な関係者の方にご協

力いただいて、熱中症対策の普及啓発を進めてまいりました。 

次のスライドをお願いします。 
ご参考ですが、環境省が運営する熱中症予防情報サイトへのアク

セス数について、令和７年度は累計で１億 7000万ビューをいた

だいており、引き続き国民の皆様が利用しやすいようなサイトの

運営に努めてまいりたいと考えております。次のスライドをお願

いします。               

最後に、熱中症対策実行計画改定の進め方について共有させてい

ただきます。次のスライドお願いします。        

皆さんもご承知の通り、熱中症対策実行計画については中期的な

目標（2030年）として、熱中症による死亡者数が現状から半減す

ることを目指すこととしています。関係省庁の施策についても、

「３．管理者がいる場等における熱中症対策」を中心に記載され

ているところでございます。熱中症対策実行計画の見直しについ



ては、令和８年度を目途に予定しているところでございます。次

のスライドをお願いします。 

このスライドは、あくまで熱中症対策実行計画の改定の進め方の

イメージ案を示しており、必ずしもこの通りに進むとは限らず、

今後の状況を踏まえ変更される可能性がありますが 2026 年の４

月、すなわち来月に中央環境審議会という審議会の下に熱中症対

策小委員会というものを新設し、議論のキックオフを始める予定

でございます。 
その後、９月頃に第２回、12月頃に第３回を開催させていただ

き、冬頃に計画改定の取りまとめ及びパブリックコメントに進み

まして、2026年度内を目途に、第２回熱中症対策推進会議を開催

し、閣議決定をする予定でございます。この熱中症対策実行計画

の見直しに向け、関係省庁の皆様から、各省の熱中症対策の今後

の取組についてヒアリングをさせていただく予定でございます。

各省の皆様が今後、熱中症対策を強化していく中で、熱中症対策

実行計画に反映できるものはさせていただきたいと考えておりま

す。追って当室から関係省庁の皆様にヒアリングの依頼をさせて

いただきますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたしま

す。私から説明は以上です。       

環境省   

（高山） 

14:09 

続きまして、議題２の全国の熱中症による救急搬送状況について

でございます。資料のご説明について、消防庁からよろしくお願

いいたします。 

消防庁    

（岡地） 

14:09 

はい。消防庁救急企画室長の岡地でございます。熱中症による救

急搬送人員の状況についてご説明させていただきます。資料の２

をお願いいたします。 

ありがとうございます。昨年、令和７年の５月から９月までの熱

中症による救急搬送人員は、一番右でございますが、10万 510 人

となりまして、調査を開始した平成 20年以降で最多の搬送人

員、初めて 10万人を超えたという状況になってございます。一

昨年、令和６年も過去最多となっておりまして、２年連続で過去

最多を更新しているというような状況であります。次のスライド

をお願いいたします。この資料は、令和６年と令和７年の、熱中

症による救急搬送状況を週別で見たものでございますけれども、

昨年、令和７年、赤色の方でございますが、６月に急激に増加を

しております。昨年は梅雨明けが早く、６月から非常に厳しい暑



さとなったことが要因ではないかと考えております。消防庁から

以上でございます。 

環境省   

（高山） 

14:10 

ありがとうございました。続きまして、議題の３、熱中症対策実

行計画に基づく政策の進捗状況について、こちらも環境省からご

説明いたします。 

環境省   

（小笠原） 

14:10 

続いて、私の方から引き続き議題３について、資料３を用いて説

明いたします。資料３の１につきましては、非常に細かい内容と

なっておりますので、ここで詳細にご説明することは差し控えた

いと思います。各省の皆様に熱中症対策実行計画に基づく政策の

実施内容について更新いただきまして、ありがとうございまし

た。引き続き、令和８年度も対策に取り組んでいただければと考

えてございます。 
 
資料３の２につきましても、個々の内容について当省から説明す

ることは控えたいと思いますが、関係省庁に更新いただきありが

とうございました。引き続き熱中症対策実行計画に基づく進捗状

況についてもフォローアップするということで、今後ともご協力

いただければと考えております。簡単ですが、議題３についての

説明については以上でございます。 

環境省   

（高山） 

14:12 

続いて議題の４、令和８年度熱中症関連当初予算案について、こ

ちらも環境省からご説明いたします。 

環境省   

（小笠原） 

14:12 

引き続き、私から資料４についても説明させていただきます。資

料４は令和８年度の熱中症関連当初予算案ということで、当初予

算に限らず、補正予算についても参考で追記いただいておりま

す。こちらについても更新いただきありがとうございました。 
基本的には金額の値の更新となっておりますが、内容の更新とし

ては、この後ご紹介いただけるかと思いますが、農林水産省か

ら、スマート農業に関して追記をいただいています。加えて、観

光庁から、令和７年度補正予算の関係で追記をいただきました。

環境省としても、令和７年度補正予算の箇所で追記しておりまし

て、補正予算も活用し、しっかりと今年の夏に向けて、またそれ

以降に向けて、熱中症対策に各省一丸となって取り組んでいけれ

ばと考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 
議題４についての説明は以上です。 



環境省   

（高山） 

14:13 

続きまして議題の５、令和８年夏にかけての気温と気候の気温と

天候の見通しについて、気象庁からご報告いただきます。よろし

くお願いいたします。 

気象庁    

（竹内） 

14:13 

気象庁の竹内です。よろしくお願いいたします。資料５について

ご説明いたします。次のページお願いします。 

向こう３か月の天候の見通しということで、一枚まとめてござい

ます。実は、毎月３か月予報というのを発表しておりまして、次

回の３ヶ月予報が来週ということで、これは２月に発表したもの

で、３月から５月の天候の見通しとなっております。この向こう

３ヶ月間。３月から５月は北東西日本では高く、沖縄奄美では平

年並みか高い見込み。３か月の降水量は沖縄奄美で少なく、西日

本太平洋側で平年並みか少ない見込みとなってございます。 

下の図の方は、左下は気温のその月別の予報が出ておりまして、

３月は平年並みか高いところが多いで、４月は高いところが多い

見込みで、５月は平年並みか高いというような見込みで出してお

ります。降水量は、先ほど上で述べたもので、３か月平均でこの

ようなイメージというものがございます。次のページお願いしま

す。その後、夏にかけまして、夏６月から８月の天候の見通しと

いうことで、こちらも２月に発表しております。断行気予報とい

うものから持ってきております。こちら全国的に暖かい空気に追

われやすく、夏の気温は高い見込みと、全国的に高い確率が高く

なってございます。 

夏の降水量と梅雨時期の降水量は全国的に平年並みの見込みと、

そのように気象庁では見越しております。以上です。 

環境省   

（高山） 

14:15 

ありがとうございました。続いて議題の６、令和８年熱中症予防

強化キャンペーンについて、環境省からご説明いたします。 

環境省   

（小笠原） 

14:15 

環境省から議題の６について説明いたします。資料６をご覧いた

だければと思いますが、熱中症予防強化キャンペーンについての

実施予定表を、関係省庁の皆様に更新いただいたものでございま

す。基本的には昨年と同じであり、一部のみ修正となってござい

ますが、農林水産省から熱中症等対策声かけ期間等の追加をいた

だきました。熱中症等対策研修実施強化期間、これも資料下部に

なりますけれども、この実施期間を、一か月ほど前倒し、終了期

間は昨年と同じということで、期間を延ばしていただいたと理解

しております。昨年は、先ほど消防庁の発表にもありましたけれ



ども、６月頃からすでに厳しい暑さとなり、死亡者数、救急搬送

者数ともに高い水準となりました。そのため、記載上は、４月か

ら９月までを対象とする取組が多くなっておりこの記載自体を変

更する必要はないと考えておりますが、政府として今年はより早

い段階、具体的には４月、５月頃から熱中症対策の普及啓発等に

積極的に取り組んでいく必要があると考えているところです。本

日出席いただいている関係省庁の皆様におかれても、早期からの

普及啓発等の取組にご協力を賜れれば幸いです。引き続き、どう

ぞよろしくお願いいたします。私からの説明は以上です。 

環境省   

（高山） 

14:17 

以上、議題の１から６までご説明をいただきましたが、内容につ

いて、ご質問やご意見がございましたらば、お願いしたいと思い

ます。 

特にございませんでしょうか。今、議題の６で説明いたしました

資料の６につきましては、来年度の４月以降、関係省庁で、連携

して行います熱中症予防強化キャンペーンなどで、一覧表として

用いる予定です。資料６としてご提示させていただいた資料で公

開されますので、これで確定をさせていただきたいと思います。

確定しました本資料については、今年の４月以降に発出いたしま

す熱中症対策に関する事務連絡に毎年添付しておりますけれど

も、今回も添付する予定でおります。なお、この事務連絡につい

て、関係省庁様に別途協議させていただく予定ですので、その際

にはご協力のほどよろしくお願いいたします。 

では特に、議題１から６までご質問などがなければ、議題の７に

移りたいと思います。議題の７は関係省庁からの取り組みのご報

告でございます。本日、話題提供という形でお寄せいただいてい

る各省庁さんにご報告いただきます。まず文部科学省さんからお

願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

文部科学省 

（大塩） 

14:19 

はい。文部科学省安全教育推進室の大塩と申します。私からは、

学校体育館等への空調設置に関する文科省の取り組み状況につい

てご説明させていただきます。次のページお願いします。 

近年、自然災害が頻発化、激甚化しており、避難所となる学校体

育館の空調整備が喫緊の課題となっています。令和７年５月時点

における公立学校の体育館の空調整備状況 22.7%で、このうち、

避難所にもなる公立学校の学校体育館の空調整備率整備状況は

23.7%となっています。教室の空調整備状況が令和６年９月時点

でほぼ 100%であることと比べると、まだまだ低い状況にあり、整

備状況には地域差も見られます。次のページお願いします。 



令和７年６月には第一次国土強靭化実施中期計画が閣議決定さ

れ、こちらにおいて学校施設の耐災害強化耐災害性強化として、

令和 17年度までに避難所となる公立学校体育館の空調整備の設

置上完了率が 100%となるように、目標が定められております。ペ

ージお願いします。 

文部科学省では、こうした状況を受けて、令和６年度補正予算に

より、公立小中学校等の体育館への空調整備について、令和 15

年度を期限に補助率を 1/2に引き上げて補助を行っております。

さらに、令和７年度補正予算以降補助単価と上限額については、

電気とガスで分けて設定するとともに、上限額の引き上げを行い

ました。物価高等を踏まえて補助単価も上げております。次のペ

ージお願いします。 

こちら補助のポイントについてです。①にある通り、補助率は

1/2となっており、地方負担分については②の通り。地方負担額

の 100%に地方債の充当が可能であり、その元利償還金の 50%に地

方交付税措置が講じられることとなっております。つまり、実質

的な地方負担の割合としては 25%ということになります。また、

補助単価については、③にあります通り、昨年度の補助単価から

拡充し、EHP電気で 61万円、GHPガスで 86万円となっておりま

す。交付金の要件としては、大きくは避難所とされている学校で

あること、断熱性が確保されることとなっていますが、この断熱

性を確保するための工事にかかる費用についても交付金の対象と

なっております。この断熱性の確保については、断熱性の確保は

後年度実施が可能と書いております通り、空調の設置年度と異な

る年度に断熱工事を行った場合でも、補助対象とするとともに、

建物の実情に応じた工事のやり方で断熱性の確保を可能としてお

り、断熱工事のやり方、またその時期に関して柔軟な整備を可能

としているところです。 

ここまでが空調を設置する際のイニシャルコストに関わる部分に

なりますが、⑤に記載している通り、設置した後の光熱費につき

ましても、令和７年度から新たに普通交付税措置が講じられま

す。次のページお願いします。 

こちら従来の補助メニューと比較した表となっております。ご参

考となります。次のページお願いします。          

こうした補助のほか、地方公共団体からのご意見を踏まえ、契約

手法の工夫により、短期間で複数校整備した事例や、工事による

授業への影響を抑制した事例などを作成しているものです。 

スライドページ飛んでいただいて、スライド９ページにお願いし



ます。 

ありがとうございます。空調設備整備とセットで行われる断熱工

事について、経済的な面にも配慮しつつ、効果的効率的な整備の

事例を紹介するなど、促進に向けた取り組みを行っております。

事例集は空調整備と合わせて断熱対策を行ったものと、断熱・遮

熱対策の種別ごとにまとめたものの２種類公表をしております。

引き続き、公立学校体育館の空調整備の加速化に向けて取り組ん

でまいります。文部科学省からは以上です。 

環境省   

（高山） 

14:23 

ありがとうございました。続きまして、スポーツ庁から、ご報告

いただけますでしょうか。 

スポーツ庁 

（菅原） 

14:23 

スポーツ庁、健康スポーツ課の菅原と申します。資料８のタイト

ルをご覧ください。運動・スポーツ中の安全対策の評価改善のた

めのガイドラインについて、ご説明をさせていただきます。下に

趣旨がございますけれども、運動・スポーツに関わる組織や個

人、そういったものが科学的知見に基づいて常に必要な知見を更

新し、自身が行っている安全対策の評価改善を図っていくことを

支援するために、共通して必要となる事故防止対策などを取りま

とめたものでございます。今年の１月に取りまとめて、公表を行

いました。こちらの背景としましては、スポーツ団体が、それぞ

れのスポーツごとに、安全対策を取りまとめて公表しているとこ

ろでございますが、こうしたものに共通して、必要となる事項と

いうものを取りまとめたものがございませんでした。そのため、

この度熱中症を含む形で、こちらのガイドラインを取りまとめた

ところでございます。中段の右側をご覧ください。ガイドライン

の構成というところがございまして、５分冊で構成をしておりま

す。１番が運動・スポーツを実施する個人向けになります。２番

目が運動・スポーツの指導者向け、ナショナルチームの指導者か

ら、地域クラブ活動の指導者まで、幅広く含んだものとなってお

ります。また、３番目が、運動・スポーツに関する大会イベント

等の主催者向けということで、国際競技大会から、学生や社会

人、市民のイベント等を含んでおります。４番目は運動・スポー

ツ活動の運営者向けということで、例えば運動部活動やスポーツ

少年団などを含んでおります。そして最後、５番目が、運動・ス

ポーツ関連施設の設置管理者向けになりまして、スタジアムや体

育施設、そういったところの運営者向けの５分冊という形になっ

ております。次のページをお願いいたします。 



今申し上げました５分冊ごとに、それぞれどういった要素が書か

れているかという全体を俯瞰した一覧になっております。最初の

１番の個人向けですと、最初に外傷障害を防ぐための日常的な体

づくりから始まっておりますが、４番に自然環境要因の事故を防

ぐための対策ということで、この中で熱中症予防を扱っていると

ころでございます。 

こうした形で、２番の指導者向けでも熱中症予防対策を記載して

おりますし、それぞれ③④⑤につきましては、事故が発生した場

合の対応の中で記載をしており、一通りすべての対象者向けに、

熱中症に関する対策の包括的な内容を、それぞれに適した形で配

置し、周知を図っているところでございます。次のページをお願

いいたします。     

こちらのガイドブックでございますけれども、有識者会議を設置

いたしまして、５回にわたり議論を行い、25 名の先生方のご意見

を踏まえながら、また関係省庁として、オブザーバーとして、５

省庁から、ご参加いただきながら整理をしてまいりました。今

後、スポーツ庁としましては、こうしたものを地方公共団体やス

ポーツ団体を通じて広く周知しながら、熱中症対策について、し

っかり対応してまいりたいと考えているところです。スポーツ庁

からは以上でございます。 

環境省   

（高山） 

14:28 

ありがとうございました。続きまして、厚生労働省、よろしくお

願いいたします。 

厚生労働省

（佐々木） 

14:28 

はい。厚生労働省労働衛生課、佐々木でございます。よろしくお

願いします。私の方から、職場における熱中症防止対策について

ということで、去年もこの場でご説明しましたが、この１年間の

動きについて簡単にご紹介します。最初のスライドお願いしま

す。 

昨年ですね、ご説明いたしました省令改正をその後行いました。

労働安全衛生規則でございますけれども、熱中症による死亡災

害、これをですね、なくしていく、減らしていく、そういうこと

のために事業者に対しまして、早期発見のための体制整備等、こ

れを罰則付きで義務付けることといたしました。内容はご覧の通

りです。昨年６月１日に施行してございます。その結果どうなっ

たかが、次のスライドでございます。 

年次推移で表してございますが、昨年の状況、一番右にございま

す。2025年のデータです。まず折れ線グラフの方でございます



が、死傷者数の推移です。あくまでも 12月末速報値のものであ

ることをご理解ください。昨年夏暑かったこともございまして

1681名と約４割、増えております。一方で、そのうち死亡者数で

ございますが、これは棒グラフです。これは 30名から 15名とい

うことで、半減しました。全体的に増える中で、死亡に限っては

減っているということです。もちろん、確定値は５月になってみ

ないとわかりませんので、現時点で、確定的なことを言うのは早

計でございますけれども、このたびの省令改正、一定程度効果が

あったのではないか、というふうに考えているところでございま

す。次のスライドお願いします。 

死亡者数減って、よかったよかった、では済まされないでしょ

う。やはり熱中症の罹患そのものを抑えていくといった取り組み

が必要でございます。そうしたことから、昨年末からこの３月に

かけてですね、ご覧の有識者による検討会を設置開催いたしまし

た。新しく立ち上げた検討会でございます。この中で、平時から

の健康管理も含めた予防策について、有識者の皆様方にご議論い

ただきました。構成のメンバーを見ていただくと分かりますよう

に、特に熱中症で被災が多い各業界の関係者に、出席いただいて

おります。 

そして、オブザーバーには、各関係省庁の方々にもお忙しいとこ

ろをご出席賜りました。この場をお借りして改めて御礼を申し上

げます。次のスライドお願いします。 

その検討会の報告書、概要はこちらでございます。 

先ほど申し上げました令和７年夏の状況、これを振り返りながら

３の検討結果です。大きく２点ございまして、１つは重篤化の防

止に関しては、引き続きこの改正省令に基づく措置の徹底を図っ

ていくということが、まとまりました。 

そして２つ目、予防策の強化でございますけれども、熱中症の罹

患リスク、そういうものを低下させるために、この度、包括的に

対策をまとめたガイドラインを策定することといたしました。そ

の他様々なご議論ございましたけれども、この場を借りて紹介申

し上げたいのは、ある構成員から、各省庁で熱中症対策関連の予

算というのがありますと、それを一元化して、見える化してほし

い。そういった趣旨のご提言ございました。ぜひですね、お汲み

取りいただき、何かしら、ご検討いただけたら大変ありがたいと

思っております。 

検討会自体は、一旦本年度は締めましたが、来年度についても、

また、この夏の状況を踏まえながら、検討をしたいと、開催した



いというふうに考えております。次のスライドお願いしま

す。                           

先ほど申し上げました、本検討会の成果物としてのガイドライ

ン、その概要を一枚にまとめたものでございます。本体の方は別

途お配りしてございますので、また、お時間の許す時に、ご確認

いただけたらと思っております。こちらのガイドラインはこれま

で示してきた、「職場における熱中症予防基本対策要綱」という

ものがございまして、それをベースにさらに、充実したものとな

っております。 

基本的には望ましい対応をパッケージで示して、その中から各事

業者がその業種業態に応じて、適切なものを選んでいただく、そ

の際にはちゃんと熱中症のリスクを評価して行うという、まさに

PDCAサイクルを回すことをイメージして、そのような建て付けで

再整理したものでございます。こちら、３月 18日に公表した、

もうできたてほやほやのものでございます。この今期の「STOP!

熱中症 クールワークキャンペーン」に、活用し、この夏を迎え

たいと考えております。厚労省から以上でございます。 

環境省   

（高山） 

14:34 

ありがとうございました。続きまして、農林水産省から、ご報告

お願いいたします。 

農林水産省 

（美保） 

14:34 

農林水産省の美保でございます。よろしくお願いいたします。 

農林水産省では、毎年、厚生労働省から人口動態調査のデータを

いただき、農作業中の死亡事故の数を調査させていただいている

ところです。これを行ったところ、令和６年につきましては、前

年から 51人の増加と死亡者数が非常に増えてしまいました。 

農作業事故の多くは農業機械に関する事故が多いのですが、今

回、令和５年から６年につきましては、熱中症による死亡者が特

に多く、22 人増加しているという状況です。左側のグラフでは、

農作業中の熱中症の死亡者数を赤い折れ線グラフで示しておりま

すが、熱中症警戒アラートの発表回数と概ね同じ傾向で推移して

います。また特徴として、熱中症以外も、暑い時期の事故が非常

に増えており、右側の表では、５月から９月の事故が、52人増え

ています。これは、熱中症も含む数になりますがけども、熱中症

以外も含めて、夏場の事故が増えているという状況です。死因自

体は熱中症ではないのですが、暑さに起因して、農業機械の操作



を誤ってしまったり、暑さでクラッときてしまい、転落してしま

ったなど、そういった事故が増えていると考察しております。 

そういった中、農林水産省として、令和８年２月に、「農作業に

おける熱中症等対策総合パッケージ」をまとめさせていただきま

した。取り組みの内容は大きく２つあり、１つは農業者の方々の

安全意識の向上ということで、先ほど環境省さんからもご紹介い

ただいた、熱中症等対策研修強化期間を設定させていただき、４

月から６月に、農業者の集まる場を使って、研修を実施するとい

うことを関係機関上げて、取り組んでいくということにしてござ

います。また７月から９月を、新しく熱中症対策、声かけ期間と

いうことで、設定させていただいてこちらも関係機関を上げて、

各種メディアも活用しながら声かけ運動を展開していきたいと考

えています。また、もう一つは、農業者自身の安全意識の向上だ

けでは、限界もあるだろうと考え、農作業そのものを軽労化・省

力化する取組も大事だと考えています。従来から農林水産省で、

スマート農業を推進していますので、熱中症対策にも効果がある

「ホワイト生産方式」と、呼称を新しく名付けさせていただきま

した。スマート農業を使うことは、熱中症対策にもなると、推進

をしていきたいと考えておりますし、近年は暑いことで農作物に

も影響が出ていますので、そういった農作物の暑さ対策は、作業

者の暑さ対策にもつながるものでございます。こういったものも

関連補助事業を使いながら、推進していくこととしています。 

先ほど申し上げました安全意識の向上につきましては、研修強化

期間の設定のほか、「声かけ期間」を設定させていただき、それ

ぞれ推進していこうと思っております。声かけ期間では、キャッ

チフレーズとして「いのちをうばう、夏のひとり作業」と書かせ

ていただきました。熱中症で亡くなっている事例を見ると、農作

業を一人で行う事故事例が多く、朝出かけて行ったものの、なか

なか帰ってこないため、畑を見に行ったら、倒れていて手遅れだ

というような事故事例が非常に多いことも踏まえ、このようなキ

ャッチフレーズで推進をしていきたいと考えております。 

また、次のページでは、先ほど申しました、省力化、軽量化を行

う。ホワイト生産方式のイメージを掲載しています。作物ごとの

転換方法を提案させていただき、先ほどの研修の中で、盛り込ん

で推進していこうと取り組んでいるところです。農水省からは以

上です。 

環境省   

（高山） 

ありがとうございました。続きまして、国土交通省からよろしく

お願いいたします。 



14:39 

国土交通省 

（髙森） 

14:40 

国土交通省髙森でございます。よろしくお願いいたします。国交

省からは、建設工事における猛暑対策サポートパッケージという

ことで、特に所管している業界の中でも猛暑の影響を受けやすい

建設業の関係について説明をさせていただければと思います。概

要版ということで、今日説明させていただく資料は一枚ですが、

本編の方は、ワード 11枚程度で、インターネット上に公表され

ておりますので、ご参照いただければと思っております。資料の

上の概要のところでございますけれども、先ほど気象庁さんから

もお話ありましたが、猛暑は今後も続くというふうに想定されて

おりますので、建設業の担い手を確保するという観点で最新の知

見や技術、それから多様な働き方の実現が必要だという背景を踏

まえまして、猛暑対策に係る工期の設定ですとか、新技術の導

入、それから熱中症対策に係る費用等について支援する取り組み

について、建設工事における猛暑対策サポートパッケージとし

て、取りまとめたとところでございまして、こちら令和７年 12

月に公表しております。具体的な内容ですけれども、概要の下の

ところに少しまとめさせていただいております。このサポートパ

ッケージを取りまとめている前から運用している内容と、今回、

このサポートパッケージの公表に合わせて、新しく実施すること

とした内容を合わせて、パッケージ化しているという形になって

おりまして、新しいものについては後ろに新規という形でつけさ

せていただいております。まず一番の猛暑期間、時間の作業回避

というところになりますけれども、１の２のところを見ていただ

きまして、猛暑期間を休校可能とする工事発注ということで、猛

暑期間を休校可能とする工事発注の実現に向けて、効果ですと

か、必要となる費用、それから、取り組みの調査を目的とした試

行工事の実施を行うこととしております。こちらについては、直

活土木工事において行うこととしているというところでございま

す。それから次、１の 

３でございますけれども、猛暑期間における現場施工回避の協議

の明記ということで、こちらはもともと、宇都宮国道事務所で試

行的に実施をしていのですが、今回のそのパッケージ化にあたり

まして、全国の土木工事に拡充して、受注者が必要だと認めれ

ば、特記仕様書の記載を他事務所に展開できるという形にしてご

ざいます。次、１の４の猛暑時間の施行回避というところでござ

います。２つ目のポツですけれども、早朝夜間施行にかかる協議

について、発注者が協力することについて、特記仕様書に記載す



ることとしております。次、１の５、一年単位の変形労働時間制

というところでございます。こちら一年単位のですね、変形労働

時間制の活用に向けた関係者との連携というところを新しく追加

をしておりまして、繁忙期は長く働く、閑散期は短く働くという

ようなことで、対応できるという形にしてございます。次、三番

目、右側です。猛暑対策に必要な経費等の確保のところでござい

ますけれども、３の１番、熱中症対策にかかる経費ということ

で、もともと１ポツのところで、現場管理費ですとか、現場環境

改善費での熱中症対策費用の計上というところを行っていたわけ

ですけれども、今回、実態に応じた熱中症対策費用の確保という

ことで、一つ目のポツの運用実態を踏まえて、必要に応じて、諸

経費の項目の見直しなど、そういったことができるという形にし

てございます。概要としては以上になりますけれども、詳細を知

りたい方は、先ほど申し上げた通り、ホームページ上にワードの

資料が公表されておりますので、ご参照いただければと思いま

す。国交省からは以上となります。 

環境省   

（高山） 

14:44 

ありがとうございました。続いて観光庁さんから、よろしくお願

い致します。 

観光庁   

（貴田） 

14:44 

お願いいたします。訪日外国人旅行者数は昨年 4000万人を超

え、かなり増加している状況です。その中で、訪日外国人旅行者

が旅行中に熱中症を含めた災害に遭うケースが見込まれてきてい

るというところで、観光庁としましては、今現在、首都圏等に一

極集中している訪日外国人旅行者について、地方誘客促進をして

いかなければならないという課題がございます。そういった中

で、訪日外国人旅行者が、日本各地を安全・安心に訪れることが

できる旅行環境整備が必要であり、地域における観光客に対して

の危機管理体制の検討・構築、またクマ対策等においても、対応

が必要だと考えております。その中で、今回、熱中症対策とし

て、観光施設等における、熱中症対策設備等の整備を推進してい

こうと考えております。熱中症対策の事業内容としては、訪日外

国人旅行者が訪れるような観光施設等に対して、例えばスポット

クーラーや、ミストシャワー等の整備を行うことができます。対

象の観光施設については、例えば、神社仏閣や、動植物園、水族

館観光案内所等の訪日外国人旅行者が毎年一定数訪れている又は

訪れると推定される施設等が対象となっています。事業スキーム

としては、補助率は 1/2としており、民間事業者や地方公共団体



等を対象に、整備していきたいと考えております。次のページお

願いします。 

常時稼働しているものですが、観光庁としましては、監修してい

る訪日外国人旅行者向けのプッシュ型通知アプリにて対応してお

ります。例えば、緊急地震速報、それから熱中症情報等をプッシ

ュ型で通知し、情報を提供するというふうな機能を持たせたもの

になります。このような取り組みから訪日外国人旅行者に対する

情報提供、それから訪日した際の熱中症対策をしっかり取り組ん

でいきたいと考えております。説明は以上となります。ありがと

うございました。 

環境省   

（高山） 

14:47 

はい、ありがとうございました。最後に、環境省の気候変動科学

適用室からご報告いただきます。 

環境省 気候変

動科学・適応室   

（羽井佐） 

14:47 

はい。気候変動科学的教室の羽井佐と申します。よろしくお願い

します。次のページお願いします。 
環境省の気候変動科学適応室では、気候変動適応法を担当してお

ります。このスライドで全体像をご説明します。まず、この適応

法に基づいて、中段ほどに書いてあります通り、５年ごとに最新

の気候変動影響評価報告書を取りまとめることになっていましい

ます。その最新のものが本年の２月に公表するに至りました。来

年度、これを踏まえて気候変動適応計画の改定を予定しておりま

す。 
現行の気候変動適応計画を。このスライドの下の方に書いており

ますが、目標を定めて、それから分野別にええ政策を位置づけ

て、それから基盤的な政策情報、情報基盤の整備といった基盤的

施策を位置づけるという形をとってきております。これについて

来年度改定をしていく方針でおります。次のページをお願いしま

す。 
その改定の元となる最新の科学的知見をまとめたものが影響評価

報告書ということになります。今回、第三次影響評価報告書を作

成しました。二次に比べまして、最新かつ広範な科学的知見を取

りまとめ、それから影響の重大性の評価を二段階から三段階に細

分化し、それから特に強い影響を受ける地域や対象についての知

見がある場合は、そちらもまとめ、最後に適応策がすでに様々取

られていますので、そういったことの効果についての知見があれ

ば、それらもまとめて見られるようにしています。その結果とし

て、現状から将来予測にわたって、重大性や緊急性や確信度がと



もに高い項目が浮かび上がっており、それを特に優先的に対応が

必要な項目として明示することになりました。適応計画の検討に

あたっては、その特に優先的に対応が必要な項目に着目しながら

施策をまとめ進めていきたいというふうに考えておりますので、

ご協力お願いしたいと思います。ここで、７つの分野、農業、林

業、水産業、水環境、水資源、自然生態系、自然災害、沿岸域、

健康、それから産業経済活動と国民生活、都市生活という七つの

分野それぞれにつきまして、特に優先的に対応が必要な項目とし

て明示されたものをリストアップしています。次のスライドをお

願いします。 

健康分野に関しましては、やはり暑熱、感染症、それからその他

様々なリスクが、科学的知見により指摘をされています。今回、

関係の深い暑熱につきましては、高温による全死亡の増加ですと

か、それから、特に高齢者や相対的に寒冷な地域や大都市圏での

リスクが増加しているといった知見を取りまとめています。暑熱

に関連しては、これ以外にもえ熱中症や疾病発生、悪化、死因別

の死亡リスクの増加などといったことが知見としてまとめられて

います。次のページお願いします。 
適応計画の来年度の検討の進め方でございますが。この２月 16

日、２月 17日に、それぞれええ共用科目書の公表と、環境大臣

が基調となる推進会議を開催しておりますので、これから中央環

境審議会や気候変動適応推進会議、それから幹事会での議論を進

めていき、来年度の年度内には閣議決定という進め方をしていき

たいと考えております。熱中症の実行計画とともに足並み揃えて

進めていきたいと考えておりますので、引き続きご協力をお願い

します。以上です。 

環境省   

（高山） 

14:51 

皆様どうもありがとうございました。本日の議題は以上になりま

すが、全体を通して皆様から何かご意見やご質問などございます

でしょうか。 

はい特になければ、以上をもちまして、今年度第１回の熱中症対

策推進会議幹事会を閉会したいと思います。皆様、ご参加いただ

きまして、どうもありがとうございました。 

 


